
 

別紙１ 

コージェネレーション設備 点検整備要領 

 

１ 下記、点検項目表、点検整備基準表に基づき実施する。 

 

記 

 

主要機器 点検項目表 

 

NO. 装置・機器名称 主な点検内容 Ｂ種 Ｅ種 

1 発電機 外観点検、軸受けグリスアップ ○ ○ 

2 ガスエンジン 下記 点検整備基準表による ○ ○ 

3 発電機制御盤 端子の増締、清掃 － ○ 

機能点検 － ○ 

4 発電機遮断器盤 端子の増締め、清掃 － ○ 

機能点検 － ○ 

5 共通制御盤 外観点検 － ○ 

6 変圧器盤 外観点検 － － 

7 補機盤 機能点検 － ○ 

8 直流電源盤 外観点検 － ○ 

9 受電保護継電器盤 外観点検 － － 

10 遠隔監視盤 外観点検 － － 

11 冷却水膨張ﾀﾝｸ 汚損状態、濃度点検 － ○ 

冷却水交換 － ○ 

12 ｼﾞｬｹｯﾄ冷却水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 分解整備 － ○ 

13 ｲﾝﾀｸｰﾗ冷却水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 分解整備 － ○ 

14 冷却塔循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 分解整備 － － 

15 放熱用熱交換器 開放点検、洗浄 － ○ 

16 ｲﾝﾀｸｰﾗ熱交換器 開放点検、洗浄 － ○ 

17 ｼﾞｬｹｯﾄ熱交換器 開放点検、洗浄 － ○ 

18 排ｶﾞｽ蒸気ﾎﾞｲﾗｰ 機能点検  ※装置メーカー推奨点検 － ○ 

19 脱硝装置 機能点検  ※装置メーカー推奨点検 － ○ 

20 酸化触媒 機能点検 － － 

21 ｼﾞｬｹｯﾄ電動温度調節弁 機能点検 － ○ 

22 燃料ｶﾞｽ制御装置 機能点検 ○ ○ 

分解整備 － － 

※Ｅ点検にて排気ガスセンサー、燃料圧力センサー、水温センサーを新品交換すること 

 



 

ガスエンジン機器 点検整備基準表 

（○＝目視点検、□＝分解、■＝整備、△洗浄、▼＝交換） 

 

No 装置名称 実施項目 Ｂ種 Ｅ種 

1 外観 点検 ○   ○     

2 運転状況（排煙、音など） 点検記録 ○   ○     

3 計器（温度、圧力など） 点検記録 ○   ○     

4 ｴｱｸﾘｰﾅｴﾚﾒﾝﾄ 清掃/交換 ○   ▼     

5 ｵｲﾙﾌｨﾙﾀ 交換 ▼   ▼     

6 ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ 油量点検 ○   ○     

分析/交換 ▼   ▼     

7 

  

冷却水 

  

水量点検/交換 ○   ▼     

LLC濃度点検/補給 ○   ○     

8 ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ 分解整備 －   □ ■   

9 副室ﾊﾞﾙﾌﾞ 分解整備 －   ○ ▼   

10 ﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶﾆｽﾞﾑ 点検調整/分解整

備 

○ □ □ ■   

11 ｶﾑｼｬﾌﾄ 点検/分解整備 －   ○ △   

12 ｸﾗﾝｸｹｰｽ 点検/分解整備 －   ○ △  

13 ｼﾘﾝﾀﾞﾗｲﾅ 点検/交換 －   ▼   

14 ﾀｲﾐﾝｸﾞｷﾞﾔｹｰｽ 点検分解整備 －   ○   

15 ｵｲﾙﾊﾟﾝ 点検/分解整備 －   ○ △  

16 ﾏｳﾝﾁﾝｸﾞ 点検 －   ○   

17 ﾋﾟｽﾄﾝ 点検/分解整備 －   □ ■ ▼ 

18 ｺﾝﾛｯﾄﾞ 点検/分解整備 －   □ ■ △ 

19 ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝﾀﾞﾝﾊﾟ 点検/交換 －   ▼   

20 ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ 点検/分解整備 －   ○    

21 ﾀｲﾐﾝｸﾞｷﾞﾔ 点検/分解整備 －   －    

22 ｱｸｾｻﾘﾄﾞﾗｲﾌﾞ 分解整備 －   －   

23 ｴｱｸｰﾗ 点検/分解整備 －   □ ■ △ 

24 ｴｷｿﾞｰｽﾄｼｽﾃﾑ 分解整備 －   □ ■ △ 

25 ﾀｰﾎﾞﾁｬｰｼﾞｬ 分解整備 －   □ ■ △ 

26 ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 分解整備 －   □ ■ △ 

27 ｵｲﾙﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ 点検/分解整備 ○   □ ■ △ 

28 ｵｲﾙｸｰﾗ 分解整備 －   □ ■ △ 

29 ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰ 点検/交換 ○   ▼   

30 ﾃﾞﾐｽﾀﾌｨﾙﾀ 点検/交換 ○   □ ■ ▼ 

31 ｳｫ-ﾀﾎﾟﾝﾌﾟ 分解整備 －   □ ■ △ 

32 ｽﾀｰﾀ 分解整備 －   ○ ▼  



 

33 ｶﾞﾊﾞﾅｺﾝﾄﾛｰﾙ※ｱｸﾁｭｴｰﾀ含む 点検/分解整備 －   ○ ▼   

34 ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ 点検/交換 ○   ▼     

35 ﾌﾟﾗｸﾞｺｰﾄﾞ 点検/交換 ○   ▼     

36 点火装置 点検/分解整備 ○   ▼     

37 保護装置 保護装置作動点検 －   －    

38 ｶﾞｽﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ 点検/分解整備 ○   □ ■ △ 

39 始動用ﾊﾞｯﾃﾘ－ 点検 ○   ○     

 

３ 点検実施前に受注者と発注者が協議の上、実施計画書を提出すること。 

  点検終了後は、速やかに結果報告書２部を提出すること。 

 

４ 点検個所は、がんセンター(地下１階ＣＧＳ室)とする。 

 

５ その他疑義の生じた場合は発注者と受注者が協議して定めるものとする。 

 


